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定期検査費用助成請求日前1年以内に、Ｂ型・Ｃ型ウイルス肝炎治療医療費助成

の医療券の申請において医師の診断書を提出した方

肝がん・重度肝硬変医療費助成（肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業）の医療

券の交付申請において「臨床調査個人票及び同意書」を提出した方

※ 同一住民票の世帯であっても、実質的に生計を別にしている場合、助成申請者及
びその配偶者と相互に地方税法上及び医療保険上の扶養関係がなく、世帯の区市町
村民税課税年額の合算対象から除外を希望する方がいる場合に御提出ください。

※ 提出する場合、世帯全員の医療保険の資格確認書類（マイナポータルの資格情報
画面の写し等）を添えてください。ただし、満２０歳未満の世帯員は除きます。

・住民票上の世帯全員分の医療保険の資格確認書類は揃ってますか。


